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敷 地 内 緑 化 施 設 の 技 術 基 準 

 この技術基準は、松戸市における宅地開発事業等に関する条例第１０条第１項第１号

及び同施行規則第１３条第１項第１号に基づいて定めたものです。 

１．用語の定義 

○事業面積とは

当該事業が行なわれる範囲の面積をいいます。 

○敷地面積（敷地内緑化施設対象面積）とは

 敷地面積（建築基準法施行令第 2条第 1項第 1号に規定する敷地面積）から自動車

駐車施設面積を除いた面積をいいます。以下、この技術基準では、敷地内緑化施設対

象面積のことを敷地面積といいます。 

○自動車駐車施設面積とは

 屋外に設置された駐車マスの部分をいい、車路は含みません。また、建築物内・軒

下・屋根下及び屋上に設けられた自動車駐車施設は含みません。建築物に該当しない

立体駐車場の場合は、その水平投影面積の部分をいいます。 

○敷地内緑化施設とは

 樹木や地被類、草花等を植栽した地面とこれらと一体として整備される広場、園路、

ベンチや遊具等の施設をいいます。ただし、専ら建物への通行に用いる通路、または

駐車マス内等、緑化以外の主たる目的がある施設への緑化は含みません｡ 

・樹木とは ： 低木、中木、高木をいいます。

・地被類とは： リュウノヒゲ、アイビー類、芝生、ササ類、シダ植物などの地面

を面的に覆う植物をいいます。 

・草花とは ： 一年草、多年草、球根等をいいます。

○必要緑化施設面積とは

敷地面積に敷地内緑化施設の割合を乗じた面積をいいます。 

○計画緑化施設面積とは

敷地内に計画した緑化施設の面積の合計をいいます。 

・計画緑化施設面積≧必要緑化施設面積

○緑化換算値とは

緑化施設内に植栽された樹木等の緑化換算値の合計をいいます。 

・緑化換算値≧計画緑化施設面積

（緑化換算値の積算については、Ｐ３「３．植栽基準（緑化換算値）」を参照） 
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２．事業ごとの敷地内緑化施設の割合 

(1) 近隣商業地域及び商業地域内での事業・・・・・・敷地面積の５％以上

(2) (1)以外の用途地域で

①共同住宅・長屋住宅又は寄宿舎の事業（マンション・老人ホーム等）

・・・・・・・敷地面積の１６％以上

・老人ホーム等については、入居、入所、宿泊が可能な施設となります。

デイサービス等の宿泊機能の無い施設及び介護老人保健施設等の医療施設

に準じる施設は「②その他の事業」となります。

②その他の事業（店舗、倉庫、事務所等）・・・・・敷地面積の１０％以上

・ガソリンスタンド事業については、別途協議とします。

(3) １戸建住宅の建築を目的とする事業・・・・・・・適用なし

(4) 工場立地法による届出事業・・・・・・・・・・・千葉県が定める地域準則に

従い､緑化を図ること。 

(工場立地法による届出事業は、経済振興部商工振興課と協議を行って下さい。） 

※１ 条例第３条第１項第１号及び第２号の規定により公園、緑地または広場を確保

した場合には、当該公園等の面積の割合を減じた割合以上となります。（Ｐ５参照） 

※２ 敷地内緑化施設の割合が異なる用途地域にわたる敷地での事業の場合は、各々

の用途地域の面積割合で按分した割合となります。（Ｐ６参照）

※３ 敷地内緑化施設の割合が異なる事業を含む複合建築物の場合は、各々の床面積

の割合で按分した割合となります。（Ｐ7参照）

※４ 建ぺい率緩和の適用がある場合には、別途協議とします。

※５ 近隣商業地域及び商業地域内の事業で建築物の構造・敷地等の状況により市長

がやむを得ないと認める場合においては、地上部に敷地面積の３％以上の敷地内

緑化施設を確保した場合に限り、当該建築物の屋上・壁面等の緑化施設を敷地内

緑化施設の面積に参入することができます。 

（算入条件は別紙「屋上緑化及び壁面緑化に関する技術基準」参照）  
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３．植栽基準（緑化換算値）

下記の(1)、(2)、(3)、(4)を合算した緑化換算値が計画緑化施設面積以上となるように

するとともに、計画緑化施設面積の５０％以上は樹木の植栽地としてください。（緑化換

算値の５０％以上が樹木となるようにしてください。）また、緑化施設内に裸地が残るこ

とのないよう、バランスの取れた植栽をおこなってください。

植栽基準は以下の通りとします。

(1) 樹木

分 類 樹 高（植栽時） 植 栽 密 度 緑化換算値

低 木 0.3ｍ以上 1.2ｍ未満 ４本／㎡ ０．２５㎡／本

中 木 1.2ｍ以上 3.0ｍ未満 １本／㎡ １．０㎡／本

高 木 3.0ｍ以上 0.25 本／㎡ ４．０㎡／本

※既存樹木を利用する場合は、緑化換算値について別途協議に応じます。

※樹種の指定はありませんが、びゃくしん類については、植栽規制区域が指定さ

れていますので、「びゃくしん類植栽規制区域図」を参照して下さい。

(2) 地被類・草花類

植栽密度は 16～25 株／㎡を標準とし、植栽する部分の面積を緑化換算値としま

す。ただし、中高木の下に植栽する等、樹木と地被類・草花類が重なる場合は、重

複して計上することはできません。

(3) 植栽と一体として整備される広場、園路、ベンチや遊具等の施設

これらの施設用地面積を緑化換算値とします。

(4) 生垣

生垣を設置する場合の緑化換算値の算出は、通常「(1)樹木」の分類に応じた数値

と同じになりますが、特例として下記の条件により生垣を設置する場合、生垣の延

長に１ｍを乗じた面積を緑化施設面積及び緑化換算値とすることができます。ただ

し、特例として算入できる面積は計画緑化施設面積の３０％までとなります。

特例による生垣の規格･･･････････････H=1.2m 以上、連続５m以上、３本以上／m 
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４．計画に際しての留意点

(1) 樹木を中心とした植栽を行うなど、ヒートアイランド現象の緩和や大気の浄化な

ど生活環境の保全に配慮した計画としてください。

(2) 野鳥等の生物の移動や採餌、営巣の拠点となるよう、なるべく多様な環境を提供

する生態系に配慮した計画としてください。

(3) 良好な既存樹林や樹木がある場合はできる限り保全に努めてください。その場合、

緑化施設面積に含めることができます。

(4) できる限り沿道緑化に努め、良好な景観となるよう配慮してください。

(5) 植栽地には、ガラや砕石等の混じらない植栽に適した良質な土を使用して下さい。 

(6) 草花類は良好な状態に維持管理するように努めて下さい。

(7) 植栽内に雨水を貯留させる場合、貯留高は 5cm までとします。

５．面積算出に関する留意点

(1) 必要緑化施設面積は、小数第３位以下を切り上げて算出してください。

(2) 計画緑化施設面積は、小数第３位以下を切り捨てて算出してください。

(3) 緑化施設内に下記規定以上の工作物（マス、室外機、看板基礎等）がある場合は、

面積から減じてください。

・直径 500ｍｍ以上、又は面積 0.2 ㎡以上の工作物

(4) 計画緑化施設面積は、建築物の軒下部分等を含めない水平投影面積部分のみ計上

してください。また、縁石等を除いた実際に植栽できる部分のみの面積を計上して

ください。

(5) 専用庭については、樹木の植栽地部分のみ敷地内緑化施設に算入できます。

６．提出書類

①敷地内緑化施設承認申請書 ···················································· １部

②共通図（案内図、土地利用計画図） ········································ １部

③敷地内緑化施設計画平面図 ···················································· １部

※土地利用計画図に敷地内緑化施設が明示されている場合は不要

④緑化施設求積図（必要面積、計画面積及び計算式を明示）  ········ ３部

⑤植栽計画図（樹木等の種類及び配置、緑化換算値を明示） ·········· ３部

⑥協議経過書 ········································································· ３部
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市に移管される公共公益施設（公園緑地、道路等） 

がある場合の敷地内緑化施設の面積算出方法 

《近隣商業地域及び商業地域以外で事業面積１０，０００㎡の共同住宅の場合》 

・公園緑地を６％確保すると、

１０，０００㎡ × ６％ ＝ ６００㎡（実面積） 

・必要緑化施設面積の割合は

１６％ － ６％（規定割合）＝ １０％となります。 

・敷地面積（敷地内緑化施設対象面積）は

事業面積 －（道路面積＋公園緑地面積＋自動車駐車施設面積）＝ 敷地面積

10,000㎡ －（ 1,200㎡ ＋ 600㎡ ＋ 1,000㎡ ）＝ 7,200㎡ 

・必要緑化施設面積は

７，２００㎡ × １０％ ＝ ７２０㎡となります。 

事業面積 １０，０００㎡の場合 

敷地面積（敷地内緑化施設対象面積） 

7,200㎡ 

自動車駐車施設面積 

1,000㎡ 

道 路 1,200㎡ 

公 園 

600㎡ 
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敷地内緑化施設の割合が異なる用途地域にわたる

敷地での敷地内緑化施設の面積算出方法

・按分した敷地内緑化施設の割合（C）の算出式

（Ａ×５％＋Ｂ×１６％）÷（Ａ+Ｂ）×１００＝ Ｃ ％

Ａ＝近隣商業地域及び商業地域の面積 (５％以上) 

Ｂ＝その他の用途地域面積の面積  （１６％以上） 

Ｃ＝按分した敷地内緑化施設の割合（％） 

《参考例》  

事業面積 2,500㎡、商業地域面積 1,500㎡、その他の用途地域面積 1,000㎡、自動車

駐車施設面積 300㎡の共同住宅における必要緑化施設面積 

 敷地面積    ×  按分した敷地内緑化施設の割合 

(2,500㎡－300㎡)×｛（1,500㎡×5％＋1,000㎡×16％）÷(1,500㎡＋1,000㎡）×100｝％ 

＝２，２００㎡×｛（７５㎡＋１６０㎡）÷２，５００㎡×100｝％ 

＝２，２００㎡×９．４０％ 

＝２０６．８０㎡ 

敷地内緑化施設の割合
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敷地内緑化施設の割合が異なる事業を含む 

複合建築物での敷地内緑化施設の面積算出方法 

・按分した敷地内緑化施設の割合（C）の算出式

（Ａ×１６％＋Ｂ×１０％）÷（Ａ＋Ｂ）×100＝ Ｃ ％

Ａ＝共同住宅の床面積   (１６％以上) 

Ｂ＝その他の事業の床面積  （１０％以上） 

Ｃ＝按分した敷地内緑化施設の割合（％） 

《参考例》 

近隣商業地域及び商業地域以外の用途地域において、事業面積 2,500㎡、自動車駐車

施設面積 300㎡で、共同住宅の床面積が 3,200㎡、その他の事業の床面積が 800㎡の

複合建築物における必要緑化施設面積 

敷地面積   × 按分した敷地内緑化施設の割合 

(2,500㎡－300㎡)×{(3,200㎡×16％＋800㎡×10％)÷((3,200㎡＋800㎡)×100｝％ 

＝２，２００㎡  ×｛ (512＋80)÷4,000×100 ｝％ 

＝２，２００㎡ × １４．８０％ 

＝３２５．６０㎡  

敷地内緑化施設の割合 
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※周り間も表記をお願いします。

8



緑化換算値

(樹種名)
54本

建 物

27本
(樹種名)

記号 樹　種種別
規格・寸法

樹高 / 目通 / 枝張
数量

植栽計画表

中木

低木

(樹種名)

(樹種名)

B

(樹種名)

2.5m / 0.15m / 1.0m

0.4m /     / 0.5m 161本

26本

0.25㎡

4.00㎡

1.00㎡ 26.00㎡

(樹種名) 4.0m / 0.25m / 2.0m 4.00㎡
高木

A1

A2 3.0m / 0.20m / 1.8m 9本

3本 12.00㎡

36.00㎡

 植 栽 計 画 図 

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

B B B
B B B

B B
B B

B B
B B

B B
B B

B B
B B

B B
B B

40.25㎡

114. 25㎡  ≧　 112. 36㎡ 　………　OK

114.25㎡

道

路

● 敷地内緑化施設における記入例 すべて樹木で緑化する場合

(樹種名)
80本

A1

A1

A1

緑化換算値

樹木による緑化換算値 合計

◎ 緑化換算値 　≧　 計画緑化施設面積

1本当りの

駐車マス

駐車マス
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(樹種名)
54本

建 物

13.50㎡

36.00㎡

54本

9本

地被等による

26.00㎡

樹木による

1.00㎡

4.00㎡

0.25㎡

26本

数量

植栽計画表

75.50㎡ 38.28㎡

75. 50㎡＋38. 28㎡＝113. 78㎡ ≧ 112. 36㎡ 　………　OK

………　OK

合　計

ﾀﾏﾘｭｳ

31.68㎡

6.60㎡

 植 栽 計 画 図 

高木

中木

低木

種別

2.5m / 0.15m / 1.0m

4.0m / 0.25m / 2.0m

樹高 / 目通 / 枝張

規格・寸法

A

B

記号

(樹種名)

(樹種名)

(樹種名)

樹　種

ｺｳﾗｲｼﾊﾞ

ﾀﾏﾘｭｳ
地被類

A A A A A A A A A

B B B
B B B

B B
B B

B B
B B

B B
B B

B B
B B

B B
B B

道

路

● 敷地内緑化施設における記入例 地被類,草花類がある場合

0.4m /  / 0.5m

(植栽密度 25株/㎡)

芝生

緑化換算値

1本当りの

緑化換算値 緑化換算値

◎ 緑化換算値 　≧　計画緑化施設面積

◎ 樹木による緑化換算値　≧　地被等による緑化換算値

 75.50㎡　　≧　　38.28㎡ 

駐車マス

駐車マス
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生垣の特例措置がある場合

54.7200

④

①

②

③

④

底辺 高さ 倍面積 面積

⑤

⑥

小　計

⑦ 0.500 4.20

減算分

マス 0.8×0.8×2

合　計

-1.28

生垣延長

33.00 12.50m+11.20m+9.30m=33.00m

74.76

110.68

②

建　　物

駐車マス

③

 駐車マス面積  5.0m×2.5m×8台＝100.00㎡

(道路セットバック面積 　＝　0.00㎡)

　直径500mm以上 または 面積0.2㎡以上の工作物　

 必要緑化施設面積　　 690. 00㎡×16％＝110. 40㎡以上

33. 00㎡　÷　110. 68㎡ × 100 ＝ 29. 81％ ≦ 30％  ………　OK

緑化施設面積求積表

求　積　図

 敷地面積　　 790.00㎡－100.00㎡＝690.00㎡

110. 68㎡　　≧　　110. 40㎡　　………　OK

道

路

● 敷地内緑化施設における記入例

①

⑤

⑥ 工作物

⑦

　
生

垣
換

算
面

積
実

面
積

　

駐車マス

1.60

8.
40

1.60

1.50

4.
40

1.50

4.80

4.80

9.30

11.20

12.50
8
.
4
0

8.40

8.40

4.40

4.40

11.40

11.40

8.40

1.60

1.60

1.50

1.50

4.80

4.80

13.4400

13.4400

6.6000

6.6000

54.7200

149.5200

 事業面積　　 　＝790.00㎡

(計画緑化施設面積)　 (必要緑化施設面積)

 (生垣換算面積)　 (計画緑化施設面積)

※ ･緑化施設面積は、実際に植栽できる部分の面積を計上してください。

･建築物，構造物の軒下部分は、緑化施設面積に算入できません。

0.50

11
.4
0 9.9

59.
95

5.50

5.50

4.
0
0 4.

00

1.65
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緑化施設面積から減じてください。

･敷地内緑化施設内に、マス、室外機、看板の基礎等の工作物があり下記基準に相当する場合は、
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生垣の特例措置がある場合

建　　物

芝生

芝生

数量

4.00㎡

1.00㎡

樹木による 地被等による

33ｍ 1㎡/ｍ 33.00㎡

20.04㎡

20.04㎡

13本 52.00㎡

植栽計画表

合　計

 植 栽 計 画 図 

規格・寸法

樹高 / 目通 / 枝張

4.0m / 0.25m / 2.0m

1.5m / 0.10m / 0.5m

1.5m / 0.10m / 0.5m

A

B

記号

(樹種名)

(樹種名)

(樹種名)

樹　種

ｺｳﾗｲｼﾊﾞ

高木

中木

種別

生垣

地被類

道

路

● 敷地内緑化施設における記入例

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

中木 25本B

1本当りの

緑化換算値 緑化換算値 緑化換算値

◎ 緑化換算値　≧　計画緑化施設面積

B

B

27本 27.00㎡

112.00㎡

112. 00㎡＋20. 04㎡＝132. 04㎡ ≧ 110. 68㎡ ………　OK

◎ 樹木による緑化換算値　≧　地被等による緑化換算値

112. 00㎡　 ≧ 20. 04㎡ 　 ………　OK
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